
２０２４年１０月３０日 

各  位 

証券会員制法人福岡証券取引所 

総務部 

 
パブリック・コメントの実施について 

 
本所は、下記の要領で、パブリック・コメントの募集（規則の制定又は改廃についてのご意見

募集）を実施することといたしましたのでお知らせします。 

 

記 

 

１．パブリック・コメントの内容 

・定額会費及び上場審査料の改定に伴う「定額会費の額」及び「有価証券上場規程に関する取

扱い要領」の一部改正について 

 

２．意見提出方法等 

（１）募集期間：２０２４年１０月３０日（水）～ ２０２４年１１月２９日（金） 

（２）提出方法：郵送、Ｅ－ｍａｉｌ 

（３）提 出 先 

  ① 郵送の場合 ：〒810－0001 福岡市中央区天神２－１４－２                 

               証券会員制法人 福岡証券取引所  総務部              

  ② Ｅ－ｍａｉｌの場合：pc@fse.or.jp 

 

３．公表資料の入手方法 

本所ホームページ（ＵＲＬ  https://www.fse.or.jp/）及び本所窓口での配布 

 

４．意見等処理方法 

  募集期間終了の翌日以降、本所ホームページに掲載いたします。 

以 上 
 
 

 
【問い合わせ先】 
証券会員制法人 福岡証券取引所 総務部 

       ＴＥＬ（０９２）７４１－８２３１ 
E-mail f-somu@fse.or.jp 



 

 
 

定額会費及び上場審査料の改定に伴う 

「定額会費の額」及び「有価証券上場規程に関する取扱い要領」の一部改正について 

 

２０２４年１０月３０日 

証券会員制法人福岡証券取引所 

 

Ⅰ．趣旨 

本所は、証券会員制法人という組織形態から会費収入を基盤として運営しており、定額会費については会員規模に応じた応能的負担の観点から、

資本金や受託売買代金を加味した会費体系としています。 

会費の額については、2005年 4月に改定して以降、約 20年間据え置きてきました。この間、費用削減や新規上場の推進等収支改善の取組みを実

施してまいりましたが、物価情勢等が変化する中、所要の人件費を確保し、取引所として、一層の機能強化の検討を進めつつ、持続的・安定的な運

営を行っていく上において、2025年 4月から定額会費の基本割額等の引上げを行うものです。 

また、あわせて、同様の観点から、新規上場申請会社が納入する上場審査料についても、引上げを行うこととします。 

 

Ⅱ．概要 

項  目 内  容 備  考 

１．定額会費の額   

（１） 基本割額 ・定額会費の額を３５万円とします（現行２５万円）。 ※現行規定どおり、福岡市内に本社をおく一般正会員

の定額会費は、左記定額会費に２を乗じた額、特定

正会員の定額会費は左記定額会費に１００分の５０

を乗じた額とします。 

   



 

 
 

項  目 内  容 備  考 

（２） 事業年度受

託売買代金割額 

・事業年度受託売買代金割額の区分を見直すことに加え、各区分

ごとの額を一部見直します。また、事業年度受託売買代金割額の

上限を４０万円から５０万円に引き上げることとします。 

 

事業年度受託売買代金区分 金額 

５００億円未満 ０円 

５００億円以上  ５兆円未満 １０万円 

５兆円以上 １０兆円未満 ２０万円 

１０兆円以上 ２０兆円未満 ３０万円 

２０兆円以上 ５０兆円未満 ４０万円 

５０兆円以上 ５０万円 
 

※１事業年度受託売買代金が３００億円から５００億

円、５兆円から１５兆円及び５０兆円以上の会員は

会費の額が変更となります。 

 

※２資本金割額は現行どおりとします。 

 

 

 

 

 

 

   

２．上場審査料 ・本則市場の上場審査料を２００万円（現行１００万円）、 

Ｑ－Ｂｏａｒｄの上場審査料を１００万円（現行５０万円）とし

ます。 

※新規上場申請者が国内の他の金融商品取引所と同時

に申請する場合又はテクニカル上場する場合の上場

審査料は、左記金額の２分の１とします。 

   

 

Ⅲ．実施時期（予定） 

・２０２５年４月１日から実施します。 

以 上 
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